
聖籠町告示第３８号 

聖籠町情報の公表に関する要綱を次のように定める。 

平成３１年 ３月２９日 

聖籠町長 西脇 道夫 

聖籠町情報の公表に関する要綱 

（目的） 

第１条 この告示は、町政に関する情報について、正確で分かりやすい情報を

積極的に町民に公表することに関し必要な事項を定めることにより、町民と

の相互信頼に基づく町政の推進に資することを目的とする。 

（基本理念） 

第２条 町民の町政に対する理解と信頼を深めるため、政策決定プロセスにお

ける町政に関する情報を積極的に公表及び提供することにより、町民に対す

る説明責任を果たすとともに、町の政策決定プロセスへの町民参加を推進し、

町民との協働による町政の実現を図る。 

（定義） 

第３条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各

号に定めるところによる。  

（１） 情報の公表 実施機関が保有する町政に関する情報を、町民の利用

に供することをいう。 

（２） 実施機関 聖籠町情報公開条例（平成１０年聖籠町条例第３号。以

下「条例」という。）第２条第１号の実施機関をいう。 

（情報の公表） 

第４条 実施機関は、次に掲げる事項に関する町政に関する情報のうち、条例

第６条各号に規定する非公開情報を除き、これを町民に公表するものとする。  

（１） 町の長期計画その他の町の重要な基本計画、指針等のうち別表１に

掲げるもの及びこれらの計画についての策定スケジュール 

（２） 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の４第３項の規

定に基づき設置する附属機関（告示等で定める委員会を含む。以下同

じ。）の報告書及び会議録並びに当該附属機関への提出資料（非公開



で開催された附属機関の報告書及び会議録並びに当該附属機関への

提出資料を除く。）  

（３） 財務に関する情報のうち別表２に掲げるもの  

（情報の公表の方法） 

第５条 情報の公表については、次に掲げる方法によるものとする。  

（１） 担当課における閲覧 

（２） 町のホームページへの掲載 

２ 情報の公表については、前項に定める方法に加え、次に掲げる方法のうち

効果的なものを選択して行うことができる。  

（１）報道機関への情報提供 

（２）広報紙等への掲載 

（３）その他適当と認める方法 

（他の制度との調整）  

第６条 情報の公表について、法令、条例若しくは規則又はこの告示以外の告

示等（以下「法令等」という。）に別段の定めがある場合には、当該法令等の

定めるところによる。 

（町民への周知）  

第７条 実施機関は、町民に情報の公表又は情報の提供を行う場合には、情報

公表・提供報告書（第１号様式）に当該情報に係る資料を添えて、総務課長

へ提出するものとする。  

２ 総務課長は、実施機関から提出された情報公表・提供報告書に基づき、情

報公表一覧表（第２号様式）を作成し、町のホームページに掲載するものと

する。  

（その他） 

第８条 この告示の実施に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則 

 この告示は、平成３１年４月１日から施行する。 

 



別表１（第４条第１号関係） 

町の長期計画その他の町の重要な基本計画、指針等  

所 管 課 計 画 等 の 名 称 

総務課 

聖籠町総合計画 

聖籠町まち・ひと・しごと創生総合戦略 

聖籠町男女共同参画行動計画  

聖籠町教育大綱 

聖籠町公共施設等総合管理計画 

聖籠町次世代育成支援のための行動計画 

聖籠町女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画 

施政方針 

聖籠町の統計 

税務財政課 税概要 

生活環境課 

聖籠町国民保護計画 

聖籠町地域防災計画 

聖籠町環境基本計画 

一般廃棄物処理基本計画 

町民課 

聖籠町人権教育・啓発推進計画 

聖籠町高齢者福祉計画・介護保険事業計画 

聖籠町国民健康保険特定健康診査等実施計画 

聖籠町・聖籠町国民健康保険保健事業実施計画（データヘルス計画） 

保健福祉課 

聖籠町地域福祉計画 

聖籠町障がい者計画 

聖籠町第５期障がい福祉計画 

聖籠町障がい児福祉計画 

健康せいろう２１（第２次）「健康増進計画」 

聖籠町まるごと食育推進計画 

聖籠町生涯歯科保健計画（第２次） 

聖籠町保健福祉の動向 

ふるさと整備課 聖籠町都市計画マスタープラン 

産業観光課 
聖籠町小規模企業振興基本計画 

聖籠町食料・農業・農村基本計画 

上下水道課 
聖籠町水道ビジョン 

聖籠町下水道事業経営戦略 

子ども教育課 聖籠町子ども・子育て支援事業計画 

社会教育課 
聖籠町生涯スポーツ推進計画 

生涯学習推進計画 

図書館 聖籠町子ども読書活動推進計画 

農業委員会 聖籠町農業委員会農地等の利用の最適化の推進に関する指針 

（備考）表に定められた計画等が改定される場合及び名称が変更になる場合に

もこの表の対象とする。 

http://10.107.0.4/town_hp/soumu/josei_katuyaku.pdf
http://10.107.0.4/town_hp/kyouiku/plan_lifelong_sports_promotion.pdf
http://10.107.0.4/town_hp/kyouiku/plan_lifelong_learning_promotion.pdf
http://10.107.0.4/town_hp/library/book_reading_promotion_plan.pdf


別表２（第４条第５号関係）  

財務に関する情報  

予算編成方針 

当初予算書 

当初予算の概要 

実施計画要望調書 

決算書 

決算報告書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


